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私は、 地域福祉論を 学ぶまで、 地域住民が生活上抱える 問題。 課題や生活の 中から生まれる 多様な 

ニーズは、 行政府、 民間企業、 Ⅳ 0 、 ボランティアバループ 等が施設や在宅等において 提供している 福 

祉 サービスを受けることで 解決されると 考えていた。 つまり、 地域住民は福祉サービスの 対象という 

存在として捉えていた。 

しかし、 地域福祉論では " 住民主体 " の原則のもと、 生活の質の向上。 地域社会の福祉の 発展を図 

るために、 地域で生活する 住民が主体的に 問題解決に取り 組むことを基本理俳としており、 地域住民 

は 福祉サービスの 対象ではなく、 地域福祉推進活動の 中心的存在として 位置づけられている。 私はこ 

味 。 関心を持つとともに、 地域コミュニテ ィ の希薄化。 崩壊等が懸念される 現代社会 

において、 既存のセクタ 一に依存せず 自ら問題解決を 行 う " 住民主体 " の活動の重要性を 感じた。 そ 

して、 地域住民を活動の 柱とする地域福祉推進主体を 模索していた 時、 東大阪市社会福祉協議会に 置 

かれていたパンフレットから「コミュニティビジネ 、 ス 」の存在を知り、 地域福祉の原則であ る " 住民 

主体 " のもと地域内資源を 活用しながら 地域課題解決。 地域活性化等を 行うことができるコミュニ テ 

ィ ビジネスは、 新たな地域福祉推進主体として 期待できるのではないかと 考えた。 

そこで、 本研究において、 コミュニティビジネスの 概念、 活動分野、 活動形態、 得られた効果、 地 

域福祉展開における 可能性等について、 「住民主体」、 「地域内資源循環」をキーワード @ こ 、 文献研究、 

文献やインターネット 等で紹介されている 活動事例の分析やインタビュ 一調査を通して、 地域福祉推 

進主体としてのコミュニティビジネスの 可能性を探りたい。 

概念 

(1) コミュニ テ イビジネスの 概念 

コミュニ テ イビジネスという 概念は、 1994 年、 細 内 信孝によって 提唱された。 当日 き金賭 子の研究所に 

勤務していた 細 六 % 、 米国のコミュニティ 開発法人 (Co ㎜ unity Development Corporatlons:C ㏄ ) 1) 

という地域の 住民らによる 新しい経済開発の 仕組みがあ ることを知り、 経済の停滞が 危 ， 壊 される日本 

においても今後同様の 仕組みが必要になると 考え、 地域住民の事業とそれを 支援する組織のスキーム 

2) を調査研究し、 住民主体の地域事業を「コミュニテ ィ 。 ビジネス」 3) と名付けた。 細内は 、 コミュ 

ニ テ イビジネスを「地域コミュニテ ィ を基点にして、 住民が主体となり、 顔の見える関係のなかで 営 

まれる事業をいう。 またコミュニテ ィ 。 ビジネスは、 地域コミュニティで 眠っていた労働力、 原材料、 

ノウハウ、 技術などの資源を 生かし、 地域住民が主体となって 自発的に地域の 問題に取り組み、 やが 

てビジネスとして 成立させていく、 コミュニティの 元気づくりを 目的とした事業活動」と 定義してい 

る ( 細内 2006: 3) 。 さらに、 コミュニティビジネス 支援団体の一 つ であ る大阪ボランティア 協会Ⅳ 0 

推進センター ( 大阪ボランティア 協会㎎ 0 推進センター 2005 り 8) は、 「地域や社会には 多くの課題が 

あ り、 その中でも地域住民の 生活に密接に 関わる課題があ る。 その課題を解決するためにビジネス 的 

手法で取り組むこと」をコミュニ テ イビジネスと 捉えている。 

以上のことから、 コミュニ テ イビジネスとは " コミュニテ ィ " と " ビジネス " の 2 つの視点をもち、 

使命や理俳、 目標を共有する 人々が協働 し 、 地域内に潜在している 原材料。 労働力。 技術。 ノウハウ 

等の資源を活用して 行 う 小規模ビジネスのことをいい、 活動の安定性。 継続性を保っためにビジネス 
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約手法によって 問題解決を行う 活動主体であ るということがわかる。 しかし、 コミュニ テ イビジネス 

は一定の収益は 求めるものの、 地域における 存在価値や事業に 参加する住民の 自己実現を重要視して 

いるため、 利潤追求を活動の 最大目的としていない。 ここで私は、 コミュニ テ イビジネスを 佛域コ 

ミュニティに 基盤をおき、 ビジネス的手法によって 地域内に潜在するさまざまな 資源を活用しながら 

地域課題を解決し 地域活性化を 図る、 住民主体の地域事業」と 定義し、 さらに、 地元で生産・ 販売さ 

れる物品等の 原材料や、 地域貢献。 就労の機会や 場所を求めている 地域住民の労働力、 物作り技術等 

を 含むさまざまな 技術や、 企業経験者の 経営マネジメント 能力等のノウハウ 等を地域内に 潜在するさ 

まざまな資源と 定義して、 以下の研究をすすめることとする。 

(2) コミュニティビジネスの 概念とその他の 概念との違い 

コミュニティビジネスの 具体的な内容について 述べる双に、 コミュニティビジネスの 概念と、 ベン 

チャービジネス・㎎ 0 法人。 ボランテイアバループの 概念との違いを 明らかにしておこう。 

まず、 ベンチャービジネスとの 違いであ るが、 ベンチャー ビジネスは株式上場を 最大目的としてお 

り 、 株式上場後の 企業の所有者は 多数になるため、 その株主の総意なくして " 公共に資する 活動 " を 

第一義とした 経営を行な う ことが困難になる。 しかし、 コミュニティビジネスは 住民を核とした 適正 

規模。 適正価格のサービス 提供により地域課題を 解決することを 最大目的としており、 また、 コミュ 

ニテ イビジネスの 形態として株式会社が 担う場合であ っても株式上場が 最大目的ではないため、 限ら 

れた地域の出資者の 意思に基づいた 経営が可能となるので、 コミュニティビジネスとべンチャー ビジ 

ネス はその理念から 大きく違うと 考えられる。 ただし、 小規模組織から 始まるという 点では似ている 

ため、 コミュ ニティビジネスの 活動分野でべンチヤ 一 ビジネス起業のきっかけを 見つけ出すことは 可 

能であ ると考えることができる。 

次に 、 ㎎ 0 法人との違いについてみてみよう。 ℡ 0 法人が地域課題解決。 地域活性化を 目的として 

継続的に活動している 場合、 それらはコミュニ テ イビジネスの 担い手となりうるといえるが、 細内は、 

Ⅶ 0 ，法人という 組織形態がコミュニ テ イビジネスの 十分条件ではないと 述べている ( 細内 2006:104) 。 

コミュニ テ イビジネ 、 スと № 0 、 法人はミッション 先 という理念や 活動分野が重複するなどの 類似点 

があ るものの、 Ⅶ 0 法人は余剰金を 構成員で分配してはならないなどの 制約もあ るため、 その組織形 

態がコミュニティビジネスに 最適であ るとはいえないのであ る。 

最後に、 ボランティアバループとの 違いであ るが、 ボランティアの 概念について 川村は「ボランテ 

ィアは、 自由意思により、 基本的には、 自発性、 無償性、 公共性、 先駆性、 福祉性を理念とする 社会 

奉仕活動であ る」と述べ、 これらの理念から 逸脱しなければ 有償であ ってもその精神は 否定されるも 

のではないとしている 0@@2006:2) 。 つまり、 ボランテイアバループの 活動目的は社会貢献であ り、 

個人の自発的・ 主体的な意思に 基づく参加を 基本としているため、 コミュニティビジネスの 概念と共 

通する点があ ると考えられる。 しかし、 その活動への 参加は自由で、 無償ボランティアの 場合にほ 自 

己 負担が多くなり 継続的な活動が 困難であ るという問題点が 挙げられるため、 ボランティアバループ 

がコミュニティビジネスの 十分な条件であ るとはいえないと 考えられる。 

(3) コミュニティビジネスの 2 つの視点 

まず " コミュニティ " の 視点についてであ るが、 これは、 コミュニテ ィ をべ ー スにコミュニテ ィ の 

課題を解決し、 コミュニテ ィ の利益になるような 目標設定や事業計画をもつことと 捉えることができ 

る 。 さらに、 金子郁容は、 叩 一定のルールを 共有する人々の 集まり コ をコミュニティの 基本と捉え、 

その上で、 生活地域を共有する『ローカル。 コミュニティコ と 、 関心や想いを 共有する 丁 テーマ。 コ 

ミュニティ』の 両方を考慮の 対象にしてゆく」 ( 金子 2003:23) と述べており、 " コミュニティ " には、 
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ローカルないしテーマによって 形成されている 地域社会という 意味も含まれていると 考えられる。 

次に " ビジネス " の視点であ るが、 これは、 事業実施に必要な 開業資金や運転資金等の 経費につい 

て寄付や会費といった 支援的な財源のみで 支えるのではなく、 サービス提供に 対する対価や 事業自体 

から得られる 収入でまかないながら 継続的に事業を 実施することと 捉えることができる。 また、 細内 

は 、 コミュニティビジネスと 従来の大企業との 対比を以下のように 整理している。 

表 1 一 1  コミュニティ。 ビジネスの視点 

従来のビジネスの 視点 コミュニテ ィ 。 ビジネスの視点 

利害関係 単純、 短期間 複雑、 長期間   
マーケティンバ 大きい、 強い Ⅱ へさ Ⅴへ、 局量 レ ) 

事業コンセプト 競争、 利益志向 共生、 草の根的 

成果 効率、 生産性 意義、 意味 
( 細内 信孝『みんなが 主役のコミュニティ。 ビジネスコ     4) 

この表から、 大企業は利益志向で 利潤追求を最大目的としているため、 マーケティンバは 大きくて 

強く、 成果としては 効率性、 生産性が求められているということがわかる。 一方、 コミュニティビジ 

ネスは地域課題や 問題の解決、 地域活性化等を 最大目的とし、 その成果は活動の 意義や社会的位置づ 

けという視点から 評価を行っており、 達成感ややりがい、 サービス利用者からの 感謝の気持ち 等の非 

金銭的リターンも 成果として捉え 報酬の一つとしているということがわかる。 

(4) コミュニ テ イビジネスの 活動領域 

次に、 コミュニティビジネスの 活動領域について、 細 内による図解を 引用してみてみることにする。 

  

  
  

  
コミュニティ、 ビジネスの領域 

図 1 一 1 コミュニティ。 ビジネスの領域 

( 細 力信孝 了 かんなが主役のコミュニティ。 ビジネスコ     7) 

コミュニティビジネス 提唱者であ る 細内は 、 コミュニティビジネスの 特徴を①住民主体の 地域密着 

の ビジネス、 ②必ずしも利益追求を 第一としない 適正規模。 適正利益のビジネス、 ③営利を第一とす 
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る ビジネスとボランティア 活動の中間領域的なビジネス、 ④グローバル な 視野のもとにローカルで 行 

動する開放的なビジネスの 4 点に整理している ( 細内 2006:6) 。 このような特徴を 有するコミュニ テ 

イビジネスの 領域と大きく 重なるのは、 従来の市民事業、 ㎎ 0 、 協同組合、 ワーカーズ、 ボランティア ， 

自治会，中小企業の 一部であ り、 これは、 行政セクター。 企業セクター。 市民セクター。 ベンチャー 

ビジネスの結節点に 位置づけられる。 また、 上図から、 コミュニ テ イビジネスは 地域コミュニテ ィ を 

活動基盤に経済志向がやや 強いということと、 その活動を担う 活動形態については、 行政セクタⅠ 

企業セクタⅠ、 市民セクタⅠベンチャービジネス 等のさまざまな 機関が該当するということがわか 

る。 つまり、 コミュニティビジネスはその 活動領域を既存セクターやべンチャービジネスにおよぶ 広 

範囲を対象としている。 

2.  コミ ス ニテイビジネスの 活動分野。 活動形態 

地域内資源を 活用しながら、 地域住民による 地域課題解決。 地域活性化。 地域コミュニティの 再生 

等を活動の最大目的としているコミュニティビジネスの 活動分野は幅広く、 細内は 、 ①福祉、 ②環境、 

③情報、 ④観光。 交流、 ⑤食品 加 1 、 ⑥まちづくり、 の商店街の活性化、 ⑧伝統工芸、 ⑨安全、 ⑩地 

域金融 ( 細内 2006:7) の 10 テーマを挙げており、 大阪ボランティア 協会 祀 0 推進センターは、 ① 福 

祉 。 医療活動、 ②健康促進、 ③教育。 子育て支援、 ④雇用創出。 就労促進、 ⑤環境保全、 ⑥地域産業 

活性化、 ⑦地域づくり、 ⑧芸術文化振興、 ⑨情報サービス、 ⑩施設支援。 交流支援、 ⑪コミュニティ ， 

ビジネス起業支援の 11 テーマを挙げている ( 大阪ボランテイア 協会Ⅳ 0 推進センター 2005:100) 。 そ 

れらをまとめて 整理すると、 ①福祉。 医療活動、 ②健康促進、 ③環境保全、 ④教育。 子育て支援、 ⑤ 

商店街活性化、 ⑥まちづくり、 ⑦伝統工芸・ 芸術文 ィヒ振 、 ⑧情報サービス、 ⑨食品加工、 ⑩観光。 

交流支援、 ⑪地域金融、 ⑫雇用創出。 就労促進、 ⑬コミュニ テ イビジネス起業支援となり、 さらに、 

地域経済活性化の 取り組みであ る⑭地域通貨活用を 加え、 コミュニティビジネスの 活動分野を 14 テー 

マとする。 以下に、 それぞれのテーマに 沿った活動の 実践事例をいくつか 簡単に紹介していこう。 

①の福祉。 医療活動のテーマに 沿った活動として、 大阪市旭区のⅣ 0 、 法人フェリスモンテが 行って 

いる介護保険事業があ る。 代表者であ る山王充 氏は 、 自身の家族介護経験からバループハウス 設立の 

必要性を感じたが、 知識も経験もなかったためできることから 始めようと考え、 1999 年、 仲間ととも 

に高齢者交流会を 始めた。 その翌年から、 在宅介護事業、 高齢者配食サービス、 地域交流サロン、 デ 

イサービス等を 立ち上げていき、 地域に根ざした 安心感と質の 高いサービス 提供が利用者の 心をつか 

み、 2004 年には念願のグループハウスを 設立することとなった。 「仲間づくり。 役割づくり・ 生きが 

いづくり」をモット 一に、 安心して暮らせるコミュニティづくりを 目指している ( 細内 2006: 124) 。 

④の教育，子育て 支援活動として、 大阪府豊中市 祀 0 法人才リーブの 園が行っている 官遊保育所「に 

んじん 畑 」があ る。 このや 0 法人は、 介護保険事業等の 高齢者福祉事業と 同時に、 女性の自立支援事 

業 として就業支援を 行っていたが、 保育相談を含めた 子育て支援がないと 母親が就労や 自立にむげて 

集中することができな レ 、 ということから、 利用者のニーズに 応じた保育サービスや 母親向けの保育 サ 

ロンを実施している。 より有機的な 課題解決に向けて 行政との連携を 深めながら、 地域の中での 介護 

や子育てを支え、 地域課題解決や 就労促進を図っている ( 大阪ボランティア 協会Ⅶ 0 推進センター 

2005@ :@ 26)o 

⑨のテーマであ る食品加工の 活動には、 長野県小川村の 株式会社「小川の 庄」が何として 挙げられ 

る 。 刀 Ⅵ @ の将来に危機感を 感じた人々が 村をより良くするために 資金収集や技術修得に 努め、 地元 

農協、 食品加工会社、 地元住民の共同出資によって「 四 Ⅵ l の 庄 」が設立された。 「村に住む人が、 生涯 

現役で生き甲斐を 持って働けること」を 経営理俳とし、 60 歳以上のおばあ ちゃんがさまざまな 味の " お 
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やき " を 製造。 販売している ( 細内 2006 : 8 、 ht ち p://wWy.ogawanosho,comm)o 

⑪の地域金融のテーマに 沿った活動には、 非営利。 自主管理の女性たちの 地域事業に優先して 融資 

する、 神奈川県横浜市の「女性。 市民信用組合設立準備金」があ る。 ℡ 0 やワーカーズコレク テ イブ 明 

等の市民事業に 対し銀行のほとんどが 融資の対象にしていないため、 女性。 市民中心の非営利。 協同 

の市民金融機関を 設立しょうと 呼びかけ 1998 午から活動を 始めた。 地域社会。 地域経済に貢献する 非 

営利。 協同の市民金融設立の 趣旨に賛同し 出資した会員に 融資する「相互扶助」の 仕組みを づ くり、 

融資や回収実績を 積み上げている ( 細内 2006 :8 、 http Ⅳ Wwv,wccsj.com)o 

⑫のテーマであ る雇用創出。 就労促進活動事例には、 大阪市北区の 有限会社ビッバイシュ 一日本が 

行っている「ホームレスの 人たちが販売者となる 雑誌 T ビッバ イシ ュ 一日本版 コ 0 発行事業」があ る。 

雑誌『ビッバイシュ 一日本版刀を 制作して月 2 回発行しており、 ホームレスの 人々が街頭で 雑誌を 1 

冊 200 円で販売し、 そのうち 110 円を彼らの収入としている。 この事業は、 ホームレスの 人々への救 

済ではなく仕事を 提供するという 雇用創出のかたちをとっており、 自立への第一歩 5) を支援している 

( 大阪ボランティア 協会 鵬 0 推進センター 2005 : 5g 、 http://www.bigissue,jp)o 

⑬のコミュニティビジネス 起業支援のテーマ @ ご 沿った活動として、 大阪市福島区の 大阪ボランティ 

ア協会㎎ 0 推進センターが 行っている「おおさか CR ネ、 ット 」 6) というコミュニティビジネスのイン 

ターネ、 ット 総合サイト や 、 電話や面談に よ る cB 相談デスク、 経営強化や事業プランに 関するアドバイ 

スを行 う cR アドバイザ一派遣等があ る。 コミュニティビジネスに 関する情報発信や 質問，疑問への 対 

応 、 コミュニ テ イビジネス設立に 際して直面している 問題等の解決に 向けた相談等をそ 刊、 、 コミュニ 

テ イビジネスの 起業支援を行っている ( 大阪ボランテイア 協会Ⅳ 0 推進センター 2005 : 118) 。 

以上、 コミュニ テ イビジネスの 活動分野とその 具体的な内容について 実際の活動事例を 用いていく 

つか説明してきたが、 これらの活動の 担い手は、 個人。 SOHO (Small OfficeHome Office) 7) を含む 

個人事業者。 任意団体。 特定非営利活動法人を 含んだ㎎ 0 法人。 株式会社。 有限会社 刈 。 組合など、 

その形態はさまざまであ る。 つまり、 地域で生活する 高齢者や障害者、 学生やフリーター。 ニ一 ト等 

の 若年層、 子育て中の女性。 専業主婦、 企業退職者等、 多種多様な人材がコミュニティビジネスの 担 

い手になることが 可能であ る。 このようにさまざまな 分野。 年齢の人々が 活動に携わることで、 複雑。 

多様化するニーズに 対する柔軟な 発想が生まれるということも、 コミュニティビジネスの 魅力の一つ 

であ るといえるのではないだろうか。 

現在、 コミュニ テ イビジネスの 活動形態のなかでは㎎ 0 法人が最も多い。 そこで、 岬 0 の 17 の活動 

分野を説明し、 コミュニティビジネスと 重複する分野の 活動を行っているや 0 法人の活動概要を 一つ 

簡単に紹介する。 

Ⅳ 0 の活動分野は①保健、 医療又は福祉の 増進を図る活動、 ②社会教育の 推進を図る活動、 ③まち 

づくりの推進を 図る活動、 ④学術。 文化。 芸術又はスポーツの 振興を図る活動、 ⑤環境の保全を 図る 

活動、 ⑥災害救援活動、 ⑦地域安全活動、 ⑧人権 の擁護又は平和の 推進を図る活動、 ⑨国際協力の 活 

動、 ⑩男女共同参画社会の 形成の促進を 図る活動、 ⑪子どもの健全育成を 図る活動、 ⑫情報化社会の 

発展を図る活動、 ⑬科学技術の 振 を 図る活動、 ⑭経済活動の 活性化を図る 活動、 ⑮職業能力の 開発 

又は雇用機会の 拡充を支援する 活動、 ⑯消費者の保護を 図る活動、 ⑰ 前 各号に掲げる 活動を行う団体 

の運営又は活動に 関する連絡、 助言又は援助の 活動の 17 分野で、 ⑫～⑯については 2002 ( 平成 14) 

午 t2 月のⅣ 0 法改正によって 追加された事項であ る ( 特定非営利活動法人日本 皿 0 センタⅠ 

http://WWw.npo-h 廿 oba.or.jp/)o 

上記の活動分野のなかで、 ①～⑤ 、 ⑦ 、 ⑳～⑫ 、 ⑭ 、 ⑮の活動がコミュニ テ イビジネスの 14 の テ 
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一％ と 重複していると 考えられる。 しかし、 Ⅶ 0 法人の場合、 一つの団体が 多岐にわたる 分野で活動 

を行う場合が 多く 、 次に紹介する℡ 0 法人も① ， ③ ， ④。 ⑪の分野に該当する 活動を行っている。 

北海道富良野市の㎎ 0 法人 ふ らの演劇工房は、 1999 年 2 月に全国で初めて 認証された 辞 0 法人で、 

地元に住む市民バループが 始めた文化。 芸術のまちづくりを 目的とした活動が 出発点であ る。 行政と 

のパ一 トナーシップによって 公設民営の 場 「富良野演劇工場」を 管理。 運営しながら、 演劇を テ一 

マ とするまちづくり ( ③まちづくりの 推進を図る活動 ) を目標としており、 主として、 

鑑賞による文化。 芸術の振興 ( ④学術・文化・ 芸術又はスポーツの 振 ) を 図る活動を行っている。 

を 通じて心と体の 回復 ( ①保健、 医療又は福祉の 増進 ) を図ることや、 小中学校や高校 

。 指導を通して 児童に にふれてもらい、 その感，陸を 育てる ( ⑪子どもの 

図る ) ことも活動の 目的としている。 地域の事業体と 協力し合いながら " 

く げを目指しているが、 今後、 祀 0 法人 工房として富良野市に 住む役者に月 

0% 凹乍 活動を支援しプロデュースしていくことも 考えている。 このように、 地域貢献活動に ビジ 

ネス 的 経営方法を取り 入れビジネス 面を強化して 事業型 祀 0 法人として活動し、 雇用創出や事業収入 

が発生するようになった 場合、 それはコミュニティビジネスと 呼ぶことができると 考えられる。 

第 2 章 コミュニティビジネス 実践 事 

ここでは、 千葉県流山市の W0 法人流山 ユー ，アイネットを 紹介し、 その活動内容やそれによって 

得られた効果等を、 「住民主体」、 「地域内資源循環」のキーワードをもとに 明らかにする。 

Ⅳ 0 法人流山 ユー ・アイ ネツド の起源は、 住民運動で知り 合った自治会のメンバー 10 人が環境保護 

活動やまちづくり 活動等の地域貢献活動を 行っていた有限会社切石タウンサービスであ る。 ここにこ 

の活動が「住民主体」であ ることがわかる。 その後、 流山市の高齢化を 懸念し、 自治会内の助け 合い 

システムを作ることを 目標に訪問介護を 請け負う任意団体として 活動を始め、 1999 年に千葉県で 最初 

に 認証された№ 0 法人流山 ユー 。 アイネットを 設立する。 この時、 自治会内の人的資源を 活用すると 

いう「地域内資源循環」が 行われている。 " 困ったときはお 互いさ㌢の精神をもとに 地域の助け合い 

を事業としており、 法人格取得以双から 行っている " ふれあ い事業 " を基盤に多岐にわたる 活動を実 

施している。 この " ふれあ い事業 " とは、 会員が「ふれあ い切符」を購入し、 地域で生活していて 困 

ったことがあ った場合、 その切符を使って 会員間で相互に 助け合うという、 双方向性のあ る会員互助 

の方式によるものであ る。 当初、 その活動は、 企業 OB 男性 12 人と女性 12 人の 24 人の地域住民によ 

って行われていたが、 現在ではその 活動の趣旨に 賛同した友愛会員数が 941 名にもなり、 サービスを 

提供する会員とサービスを 利用する会員は、 ほぼ同数であ る。 

2000 年の介護保険制度開始時に、 流山 ユー 。 アイネットは 介護保険事業者の 認定を受けてサービス 

提供者となり 約 400 軒で訪問介護を 行っているが、 介護保険が適用される 範囲のサービスを 提供する 

だけでは利用者が 本当に求めているニーズに 応えることができないと 考え、 介護保険適用の 身体介護 

や 家事援助を行 う 時は青色のエプロンをし、 「話し相手になる」、 「観葉植物に 水をやる」、 「布団を干す」、 

「洗濯物をとりこむ」等の 介護保険適用 外 のことを 行 5 時は緑色のエプロンに つ けかえ、 " ふれあ い事 

業 " として提供している。 無理なく継続的に 活動するために 訪問介護の活動時間を 週に 2 日、 1 日に 1 

軒の訪問を 2 時間以内と限定しており、 ゆとりあ る心で提供されるきめ 細やかなサービスは 利用者の 

ニーズを満たしている。 

流山二一。 アイネ、 ット は流山市から 介護予防高齢者の 外出支援サービス 事業の委託を 受けており、 
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介護保険指定事業者。 祀 0. 医療法人。 社会福祉協議会等の 40 を超える事業者とシルバーサービス 事 

業者連絡協議会でネットワークを 組んで互いに 補完しあ っている。 さらに、 厚生労働省の 助成事業と 

して流山市が 実施責任となり 流山 ユー 。 アイネットが 受託しているファミリーサポートセンタ 一では、 

地域で育児援助を 行いたい人と 育児援助を受けたい 人とのマッチンバを 行い、 企業との共同事業とし 

て 認知 症 対応型グループホームやデイサービスの 運営を行っており、 行政や企業との パ一 トナーシッ 

プの成功例の 一つであ ると考えられる。 

地域住民の地域貢献事業からはじまり、 地域に潜在するあ らゆる資源を 活用しながら 地域内に住む 

住民を巻き込み、 多岐にわたる 分野で活動し 成功を収めているこの 活動は、 まさしくコミュニティビ 

ジネスの成功例であ るといえるのではないだろうか。 

住民がコミ ニ ニティビジネス 

上述してきたコミュニティビジネス 活動事例を分析した 結果、 私は、 地域住民がコミュニ テ イビジ 

ネスを始めるための 要件として以下の 4 点を挙げる。 

㈲ " 気づ ぎを生かす 

地域住民は、 生活者の視点で 地域課題や潜在的ニーズに " 気づ ぐことが可能であ ると考えられる。 

コミュニティビジネスにおいてその " 気 づき " を生かすことができれば、 住民に よ る地域課題解決   

ニーズ対応が 可能になると 私は考える。 さらに、 「自分にも何かできるのではないか」という 自身の未 

知なる部分に 対しての可能性に " 気づく " ことも大切なことだと 考えられる。 

(2) 課題の明確化 

まずは、 どんな課題を 解決したいのかということやなぜそ う思 。 ぅ のかを明確にすることが 必要であ 

り、 そ う することで、 自身の活動に 対する動機や 思いが明確になり、 その活動が目指すものを 他者に 

伝えることができるのではないだろうか。 

(3) 事業計画作成 

これまで何度も 述べてきたように、 コミュニティビジネスは 活動を継続的に 行うためにビジネス 的 

手法を取り入れ、 適正範囲内で 採算をとる必要があ るため、 事業を始める 前に正確な事業計画を 作成 

する必要があ ると考えられる。 

(4) 地域資源活用 

これまで、 地域にはさまざまな 資源があ ると述べてきたが、 地域住民がその 資源に着目し 有効に活 

用することができれば、 新たな資源開発やそのための 資金収集などに 時間を費やすることなく、 コミ 

ュニティビジネスに 取り組むことができるのではないだろうか。 

コミュニティビジネスでは " 気 づき " が最も重要なことであ ると考えられるため、 上述した 4 つの 

要件のうち最初に 挙げた「㈲ " 気づ ぎを生かす」という 要件を 、 満たすことができれば、 地域住民は 

サービス受給者でほなくサービス 提供者どなり ぅる 。 そして、 地域住民の " 気 づき " を生かしたコミ 

ュニテ イビジネスは、 地域課題解決。 地域内資源循環。 コミュニテイ 再生等の効果をもたらす 新たな 

地域福祉推進主体としての 可能性を秘めていると 私は考える。 

第 3 章 福祉におけるコミュニティビジネスの 役 

1.  地域福祉推進主体としてのコミュニティビジネスの 可能性 

㈲地域福祉における 住民の位置づけと 地域福祉推進主体の 性格 

地域福祉推進主体としてのコミュニ テ イビジネスの 可能性を述べる 前に、 地域福祉における「住民」 

の位置づけについて、 また、 地域福祉推進主体とは 何かについて 述べることとする。 
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まず、 地域福祉において「住民」はどのように 位置づけられているかということであ るが、 地域福 

祉の理念で住民の 存在の重要性がいわれるようになったのは、 1962 ( 昭和 37) 年 策定の「社会福祉協 

議会基本要項」 9) で打ち出された " 住民主体の原則 " が始まりであ る。 その後、 住民主体の原則をめ 

ぐる理解が広がり、 住民主体という 考え方は地域福祉における 重要な原則の 一つとして位置づけられ 

るよ う になった。 山口 稔は、 「このような 住民主体の理念とは、 地域においてニーズをもった 個々の 住 

民 、 当事者、 住民組織、 そして地域社会が 自己決定。 自己選択により 自らの主体，陸を 構築し、 社会の 

一員として地域社会のあ らゆる場面において 住民参加を果たし、 自らの抱える 問題の克服のために 地 

域生活をめぐる 諸条件の改善。 向上を通し、 自己実現を達成することであ るといえる」と 述べ、 その 

ために、 住民相互の協働関係の 構築、 社会連帯等を 通して地域社会の 実現。 発展を図ることが 必要で 

あ ると考えている。 そして、 これまでサービス 受給者であ った住民による 自主的。 主体的な地域福祉 

活動の展開により 社会福祉が展開されつつあ り、 多様な形態で 急速に発展しはじめている 非営利民間 

組織による活動は、 その供給と利用のなかで 新たな主体形成を 生み出していると 述べている ( 山口 

2003      73 一 75)0 

次に、 地域福祉推進主体についてであ るが、 渡辺は、 咄域 福祉推進主体とは、 政策主体と実践 主 

体に 該当する」と 述べ、 政策主体とは 国および地方自治体であ り、 これらが公的責任を 根拠に社会福 

祉の実現に向けて 計画策定と執行管理に 責任をもつとし、 実践主体については、 各種サービスを 供給 

する国および 地方自治体を 含めた公私の 福祉機関、 団体、 施設であ るとしている。 そして、 地域福祉 

の主体は主体性を 内在した個人であ るとし、 それは、 ボランティア 団体や住民団体の 形成という形で 

組織化され、 これらが関係諸機関や 団体と関係性をもつことによって 住民は地域福祉の 主体として 形 

成されるとしている。 地域福祉推進主体における 主体は地域福祉の 主体たる住民の 主体性を本来的に 

内在させたものでなければならず、 その意味において 推進主体は、 サービスを提供する 実践主体とし 

ての機能と、 住民の主体性を 組織化ないしはその 組織化に何らかの 関与を行う住民の 主体形成機能と 

を併せもったものといえるだろうと 述べ、 地域福祉推進主体の 特徴的性格について 以下の 5 点を挙げ 

ている ( 渡辺 2003 : 110 一 Ⅱ 6) 。 

第 1 に、 これまで主に 社会福祉サービス 供給主体の役割を 担ってきた行政府や 社会福祉法人に 加え、 

住民による相互扶助組織やボランティア 団体、 当事者団体等の 民間非営利団体や 協同組合、 さらには 

営利団体が参入したことによる 推進主体の多元化であ る。 第 2 に、 推進主体は、 フォーマル、 インフ 

オーマル双方の 機能を有しているという 点であ る。 第 3 に、 ネットワークの 必要性であ る。 福祉コミ 

ュニティの形成に 向けた、 推進主体相互の 連携、 協働、 連絡調整、 協力あ るいは合意形成といった ネ 

、 ソ トワークの営為が 求められ、 それぞれがもつ 役割の異質性を 相互補完していくことが 必要だとして 

いる。 第 4 に、 推進主体と対象の 二重性という 点であ る。 たとえば、 推進主体の構成に 当事者等の対 

象が参画しているという 場合や、 対象のなかに 推進主体が含まれているということもあ るため、 推進 

主体と対象は 明確に区分しえない 二重性をもっものとして 理解できる。 そして第 5 に、 住民の主体性 

の尊重であ る。 このような特徴をもっ 推進主体の一つぼ、 辞 0 、 ボランティアバループ、 当事者団体等 

を含んだ民間非営利団体があ り、 なかでも草の 根的活動を行 う 市民活動団体は、 地域福祉推進主体と 

しての役割が 期待されている。 

(2) コミュニ テ イビジネスの 可能， 性 

上述した内容から、 地域住民は地域福祉発展に 向けた活動における 重要な存在であ り、 今後、 地域 

社会において 課題解決や自己実現を 行 う ためには、 住民の主体的。 自発的な参加による 民間非営利団 

体や市民活動団体の 活躍が期待されているということがわかる。 そこで、 地域福祉において 重要とさ 
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れる住民主体の 原則や、 地域福祉推進主体の 特徴的性格のいく っ かを併せ持っ「コミュニティビジネ 

ス」という活動に 着目し、 新たな地域福祉推進主体としての 可能性を見出したのだが、 ではなぜコミ 

ュニティビジネスが 地域福祉推進主体として 活躍する可能性があ ると考えたのかを 解説していこ う 。 

まず、 第 1 に、 地域福祉の基本理俳として 掲げられている " 住民主体の原則 " をコミュニティビジ 

ネスにおいても 活動の基本理念としているという 点であ る。 コミュニティビジネスは、 行政府が提供 

するサービスの 不備や欠陥を 指摘するだけではなく、 まず、 自分で担える 部分から担お う という住民 

の 主体的な意思やその 行動を活動の 基本としている。 

第 2 に、 行政府や企業に 代わって地域や 住民のニーズに 応えられる可能性があ るという点であ る。 

これまで何度も 述べてきたよ う に、 地域には生活者市民の 個別ニーズやさまざまな 問題。 課題が存在 

しているが、 コミュニティビジネスでは 多種多様な組織や 人材がその対応にあ たるため、 行政府や企 

業では対応できないニーズに 柔軟に対応することができると 考えられるからであ る。 

第 3 に、 地域内資源を 活用し、 資源循環型地域社会の 形成を可能にする 点であ る。 コミュニティビ 

ジネスは、 地域に存在するさまざまな 資源を活用しながら 活動し地域に 新たな雇用の 場を生み出す。 

それがさらなる 資源活用を行い、 結果として地域内資源循環が り 返され資源循環型地域社会を 形成 

することになり、 それは、 地域経済の持続的な 発展を可能にし、 質の高い生活の 実現や地域活性 倒こ 

つながるとも 考えられる。 

第 4 に、 事業を通じてネットワーク 形成を行うことができる 点であ る。 地元住民によってサービス 

提供が行われるため 安心感があ り、 それが相互の 信頼関係へと 発展しその っぽ がりによる地域ネット 

ワークの形成を 行うことができるため、 地域福祉推進主体の 特徴的性格の 一つであ る " ネットワーク 

の必要， 性 " という点と共通すると 考えられる。 

そして第 5 に、 2000 ( 平成 12) 年の社会福祉事業法等の 改正に伴い社会福祉法に 新たに規定された 

「市町村地域福祉計画」。 0) の策定指針 レこ 組み込まれた 地域福祉推進の 基本目標Ⅲであ る " 生活課題 

の達成への住民等の 積極的参加 " と、 福祉の範囲 ( 福祉。 医療。 保健 ) を超えた " 生活関連分野との 

連携 " という地域福祉展開にむけての 新しい視点を 含んでいる点であ る。 

以上 h 点から、 地域福祉推進主体としてのコミュニティビジネスの 活躍に期待することができるの 

ではないだろうか。 

2,  コミ ニ ニティビジネス 展開にむけての 課題 

前節で述べたよ う に、 さまざまな点から 地域福祉推進主体としてのコミュニティビジネスの 可能性 

に期待することができるが、 今後の展開にむけての 課題として以下の 点が挙げられる。 

㈲行政。 企業とのパートナーシップ 

行政は、 コミュニティビジネスと 協働あ るいはパートナーシップを 組み、 コミュニティビジネスを 

政策的に保証し、 場合によっては 事業委託や行政施設の 無償貸与等を 行 う 必要があ ると考える。 これ 

により、 コミュニティビジネスには 活動目的の達成や 事業基盤の確立、 社会的信頼度の 向上等の メリ 

、 ソト が生まれ、 行政には、 事業委託によって 質の高い公共サービスを 提供することができ、 コミュニ 

テ イビジネスによる 雇用創出等、 地域活性化に 役立つというメリットが 生まれると考えられる。 また、 

企業とパートナーシップを 組むことによって、 コミュニ テ イビジネスの 存在をアピールすることがで 

き広報活動につながると 考えられ、 企業は、 コミュニ テ イビジネスやⅣ 0 法人に社会貢献活動の 観点 

から企業活動を 評価してもらいながら、 消費者ニーズ 等の情報収集ができ、 低 リスクでの事業展開や 

顧客確保につながると 考えられる。 また、 細内は 、 「コミュニ テ イビジネスは、 経営資源 ( ヒト、 モノ、 

カネ、 情報 ) が限られているので、 企業と協働することによって 経営資源を獲得することができ、 企 
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業は 、 コミュニティビジネスと 協働することによってイメージアップを 図ることができる」と 述べて 

いる ( 細内 2006 :46)0 

(2) 情報公開 

コミュニティビジネスはその 活動が 未 だ広く知られていないため、 広報誌やインターネットなどを 

活用して、 その活動に関わる 人々に関する 情報 や 、 具体的な活動内容。 活動分野、 それによって 得ら 

れる効果。 成果に関する 情報を公開し、 ビジネスモデルを 提示する必要があ ると考えられる。 その 店 

動の意義や目的・ 使命などを公表することで、 利用者理解を 得ることや利用者の 増加等が期待できる。 

(3) 寄付制度の見直し 

今後さらに 冊 0 法人によるコミュニ テ イビジネス活動を 発展させるためには、 寄付制度の見直しや 

税制の優遇措置を 充実させることが 求められる。 本間も、 その著『コミュニティビジネスの 時代』に 

おいて、 「個人が、 地方自治体、 日本赤十字社支部、 各地域の共同募金金に 寄付した場合に 限り適用さ 

れる寄付控除制度を、 一定の要件を 満たす㎎ 0 法人に寄付した 場合にも適用し、 地方自治体等に 対す 

る 寄付と同様に 所得控除の対象とする 必要があ る」と述べている ( 本間 2003:216 、 222) 。 

(4) 金融機関による 融資 

我賭干 等の金融機関のほとんどは 市民事業を融資の 対象としていないため、 コミュニティビジネス や 

祀 0 法人設立時に 必要な開業資金。 運転資金等の 資金収集が困難で、 さらに、 それらの資金調達ルー 

トを持ち合わせていないことが 多いため、 個人にかかる 負担は大きいと 考えられる。 その問題を軽減 

させるためにも、 今後、 金融機関による 市民事業融資の 強化が必要なのではないだろうか。 

(5) 人材確保 

有償のスタッフだけでその 活動を成立させることは 難しいため、 無償スタッフやボランティア 等の 

人材確保が必要であ ると考えられる。 

以上、 コミュニティビジネ 、 ス には 5 つの課題があ ると考えられる。 しかし、 すでに行政や 企業とパ 

一 トナーシップを 組み成功しているコミュニ テ イビジネスもあ り、 今後、 コミュ ニティビジネス 支援 

のための金融機関の 誕生や、 寄付制度の見直し、 税制の優遇措置の 充実等が行われそれらの 課題を克 

服することができれば、 コミュニティビジネスはさらに 発展していくことだろう。 また、 コミュニテ 

ィビジネスが 専業主婦や子育て 中の女性高齢者や 障害者、 企業退職者やフリーター。 ニ一 トと 呼ば 

れる若年層 等 のまだ充分に 活躍の場が提供されていない 層における社会参画の 拡大や就業・ 雇用の場 

の提供を行 う ことができれば、 個人の働きがいや 生きがい、 自己実現の追求等の 効果が期待され、 さ 

らに、 地域コミュニティの 再生や地域交流を 行 う きっかけにもなり 地域内の人間関係が 再構築される 

という相乗効果 や 、 地域内活動のネットワーク 化を確立することにもつながるのではないだろうか。 

コミュニティビジネスによる 地域住民の主体的な 活動によって 地域課題の解決だけでなく、 地域経 

済活性化、 地域内資源循環、 地域コミュニテ ィ での人間関係再構築、 生活の質の向上等のさまざまな 

効果を得ることができると 考えられる。 

おわりに 

住民主体で活動するコミュニティビジネスに 地域福祉推進主体としての 可能性を感じ、 事例分析と 

ともに、 地域住民が担い 手になることをインタビュ 一調査において 実証する予定でいたのだが、 本稿 

では実証するに 至らなかった。 この点について 大変反省している。 

研究を進めていく う ちに、 コミュニティビジネスは 現実には魅力的な 部分ばかりではなく、 資金・ 

人材不足などの 問題点を抱えているということがわかったが、 その問題点を 解消し、 さらに情報公開 
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によってコミュニティビジネスという 活動の存在を 伝えることができれば 地域課題達成に 対する住民 

の行動の動機付けにもなり、 地域住民によるコミュニティビジネスが 地域福祉推進主体として 活躍す 

ることができるという 結論に至った。 今後、 課題とされることをクリアしていき、 コミュニティビ ジ 

ネス が地域福祉において 活躍。 発展していくことを 期待する。 

最後に、 この卒業論文を 執筆するにあ たり 御 指導下さった 渡辺先生、 ゼミの仲間に 心から感謝し、 

御礼申しあ げます。 

[ 脚注一覧 ] 
l)CDC は 1960 年㈹ こ アメリカで始まり、 中心市街地の 再生と地域経済の 活性化を主な 目的として組織された ) 轄 0 

であ る。 コミュニテ ィ における住宅開発や 緑地整備などのハード 面も含めた総合的なまちづくりを 行い、 地域コミュ 
ニテ ィ の活性化に大きな 貢献をしている。 組織は、 地域内の住民、 中小企業者、 専門家などによって 構成されている。 

幻 スキーム一計画・ 組織・体制・ 概要。 

3) 文献引用以覚では、 本論文においては、 コミュニ テ イビジネスと 表記することとする。 
り 組合員が資本と 経営権 を所有し、 労働に従事して 報酬を得る経営事業体。 労働者生産協同組合の 一 形態で、 比較的小 
規模のものが 多い。 

5) ここでは、 ホームレスの 人々が雑誌「ビッバイシュ 一日本版」を 1 日 30 冊 販売して簡易宿泊所代や 食事代を賄 う こ 

とや、 30 冊以上販売して 貯金することができれば、 アパートなどへ 入居することができるようになり 路上生活から 
脱出することができると 考え、 それを自立への 第一歩と捉えている。 

6) 大阪 CB ネットアドレス [http://www.osaka. ナ ． net] 
コミュニティビジネスの 情報・ Q&A. 事例紹介・イベント、 セミナー情報・ 運営相談窓口紹介・コミュニティビジ 

ネスに関する 大阪府の取り 組みなど、 さまざまな情報を 提供している。 
7)SOHO  (Sma Ⅱ O 伍 ceHoIneo 伍 ㏄ ) とは、 事務所などを 離れ、 ネットワークを 利用して仕事をする 形態のことをい 
い、 小規模事業者や 個人事業者がこれにあ たる。 

8) 新会社法の改正に 伴い、 新規の有限会社設立はできない。 
9) 社会福祉協議会基本要項では、 社会福祉協議会の 性格・目的・ 機能・組織などを 明らかにするとともに、 住民主体の 
原則を打ち出した。 そこでは、 社会福祉協議会の 性格を「一定の 地域において、 住民が主体となり、 社会福祉、 保健 
衛生その他の 生活の改善向上に 関連のあ る公私関係者の 参加、 協力を得て、 地域の実情に 応じ、 住民の福祉を 増進す 
ることを目的とする 民間の自主的な 組織であ る」と規定している。 

10) 市町村地域福祉計画 ( 社会福祉法 第 107 条 ) 一市町村は、 地方自治法第二条第四項の 基本構想に即し、 地域福祉 
の推進に関する 事項として次に 掲げる事項を 一体的に定める 計画 ( 以下「市町村地域福祉計画」という。 ) を策定し、 
又は変更しょうとするときは、 あ らかじめ、 住民、 社会福祉を目的とする 事業を経営する 者その他社会福祉に 関する 
活動を行 9 者の意見を反映させるために 必要な措置を 講ずるとともに、 その内容を公表するものとする。 
1 地域における 福祉サービスの 適切な利用の 推進に関する 事項 
2  地域における 社会福祉を目的とした 事業の健全な 発達に関する 事項 
3  地域福祉に関する 活動への住民の 参加に関する 事項 

l1) 地域福祉推進の 基本目標一社会福祉法の 理念に基づく 社会福祉を地域において 実現するためには、 少なくとも次のよ 
うな基本目標に 沿って地域福祉を 進める必要があ る。 

(1) 生活課題達成への 住民等の積極的参加 
(2) 利用者主体のサービスの 実現 
(3) サービスの総合化の 確立 

(4) 生活関連分野との 連携 
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